（別記様式）
現場代理人・主任技術者・監理技術者の兼務申請書

　　年　　　月　　　日
（発注者）
　瑞浪市長　　　　　　　　　　様

（受注者）住　　　　所
商号又は名称
代表者職氏名

下記工事に係る現場代理人・主任技術者・監理技術者を兼務配置したいので申請します。
なお、各工事に当たっては、関係法令を遵守し、安全管理及び工程管理に留意します。

	氏名
	
	連絡先
	



	兼務番号
	工事番号
工事名
	工事場所
	発注機関/担当課
	請負金額
(税込)
	当該工事
の役割

	
	
	工期
	工種(工事区分)
	兼務する工事間移動時間
	

	１
	
	
	
	
	現 代
	

	
	
	
	
	
	主 任
	

	
	
	
	
	
	監 理
	

	
	
	　　   年   月   日から
	
	
	
	

	
	
	　　   年   月   日まで
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	現 代
	

	
	
	
	
	
	主 任
	

	
	
	
	
	
	監 理
	

	
	
	　　   年   月   日から
	
	
	
	

	
	
	　　   年   月   日まで
	
	
	
	



注１）本様式の「現場代理人・主任技術者・監理技術者」は、不要なものを消すこと。
注２）本申請書の技術者にあわせた「兼務条件の確認チェックリスト」を添付すること。
注３）本申請書に記載した工事内容の根拠資料として、契約書の写し等を添付すること。
注４）「兼務する工事間移動時間」は、建設業法第２６条第３項第１号（専任特例１号）の適用で兼務申請する場合、その工事間の移動時間を記入すること。（兼務する各現場の位置及び最も遠い現場間の移動時間を明示した図面を添付すること。）
注５）「当該工事の役割」は、各工事の役割（現場代理人(現代)・主任技術者(主任)・監理技術者(管理)）に○印を記載すること。
注６）兼務する工事全てについて記載すること。
注７）兼務対象工事の発注担当課が異なる場合は、先行して契約している発注担当課と新たに契約する発注担当課に本様式を提出すること。なお、発注担当課が同一である場合は、本様式を１部に省略することができるものとする。ただし、瑞浪市以外の発注機関には本様式の提出は不要とする。
注８）先行して契約している発注担当課には、新たに契約する工事の契約締結までに提出すること。また、関係する他の発注担当課または発注機関に対し、兼務の可否を確認したうえで提出すること。


兼務条件の確認チェックリスト
	「瑞浪市建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて」（以下、市取扱）参照

	· 現場代理人

	市取扱「３．特例の取扱い（２）現場代理人の常駐義務を緩和できる場合」参照
◆共通項目
□　兼務対象工事の各発注担当課又は発注機関は、今回の兼務を承諾済である。
◆選択項目（いずれかを選択してチェック）
Ａ.□　市取扱＜瑞浪市発注工事の取扱い①＞の適用
□　対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事である。
具体的説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　工事現場がともに瑞浪市内である。

Ｂ.□　市取扱＜瑞浪市発注工事の取扱い②＞の適用
□　兼務対象工事は、全て瑞浪市の発注工事である。
□　兼務対象工事の請負金額の合計が、税込４，５００万円（建築一式工事は９，０００万円）未満である。
□　受注者は、直近２ヶ年度における市発注工事の当該工種に係る工事成績評定点の平均が７０点以上である。

Ｃ.□　市取扱＜瑞浪市発注工事の取扱い③＞の適用
□　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
□　工事請負契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
□　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。
□　前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。


	· 主任技術者

	市取扱「３．特例の取扱い（２）現場に配置された専任の主任技術者が他工事の主任技術者を兼務できる場合」参照
◆共通項目
□　兼務対象工事の各発注担当課又は発注機関は、今回の兼務を承諾済である。
◆選択項目（いずれかを選択してチェック）
Ａ.□　建設業法第２６条第３項第１号（専任特例１号）の適用の適用
□　請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である。
□　当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね２時間以内である。
□　当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が３を超えていない。
□　当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下「連絡員」という。）を当該建設工事に置いている。
□　当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術（ＣＣＵＳなど遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステム）を利用する方法により確認するための措置を講じている。
□　当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置いている。
（ア）当該建設業者の名称及び所在地
（イ）主任技術者又は監理技術者の氏名
（ウ）主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第32条第１項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績
（エ）各建設工事に係る次の事項
・当該建設工事の名称及び工事現場の所在地
・当該建設工事の内容（法別表１上段の建設工事の種類）
・当該建設工事の請負代金の額
・工事現場間の移動時間
・下請次数
・連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験（実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載）
・施工体制を把握するための情報通信技術
・現場状況を把握するための情報通信機器
□　主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されている。
□　兼務する建設工事の数は、２を超えていない。
□　兼務する工事は、低入札工事でない。

Ｂ.□　密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合
□　対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事である。
具体的説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　工事現場がともに瑞浪市内である。
□　兼務対象工事数は、２件程度である。


	· 監理技術者

	市取扱「３．特例の取扱い（３）現場に配置された専任の監理技術者が他工事の監理技術者もしくは主任技術者を兼務できる場合」参照
◆共通項目
□　兼務対象工事の各発注担当課又は発注機関は、今回の兼務を承諾済である。
□　兼務する工事は、低入札工事ではない。
◆選択項目（いずれかを選択してチェック）
Ａ.□　建設業法第２６条第３項第１号（専任特例１号）の適用
□　請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である。
□　当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね２時間以内である。
□　当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が３を超えていない。
□　当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下「連絡員」という。）を当該建設工事に置いている。
□　当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術（ＣＣＵＳなど遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステム）を利用する方法により確認するための措置を講じている。
□　当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置いている。
（ア）当該建設業者の名称及び所在地
（イ）主任技術者又は監理技術者の氏名
（ウ）主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第32条第１項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績
（エ）各建設工事に係る次の事項
・当該建設工事の名称及び工事現場の所在地
・当該建設工事の内容（法別表１上段の建設工事の種類）
・当該建設工事の請負代金の額
・工事現場間の移動時間
・下請次数
・連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験（実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載）
・施工体制を把握するための情報通信技術
・現場状況を把握するための情報通信機器
□　主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されている。
□　兼務する建設工事の数は、２を超えていない。

Ｂ. □　建設業法第２６条第３項第２号（専任特例２号）の適用
□　兼務対象工事は、２件である。
□　兼務する工事毎に、専任の監理技術者補佐を置いている。
□　兼務対象工事の請負代金の合計額が、３億円未満である。
□　工事現場がともに瑞浪市内である。




